
 書式第２０号（法第２３条関係） 
 
 

新役員名簿 
在任期間：平成２６年６月２日から平成２８年６月１日まで 

   

特定非営利活動法人てのひら・人身売買に立ち向かう会 

 

    

役 名 
（フリガナ） 

氏   名 
予定している具体的な役割 報酬の有無 役職名等 

１ 理 事 
モモセ  ケイゴ 

百瀬   圭吾 

・全体統括 

・資金調達／広報 

・日本語読み書き教室コーディネーター 

有・無 代表理事 

２ 理 事 
マツバラ マホ 

松𠩤  真穂 

・代表理事に次ぎ法人を代表する 

・会計担当 

・各事業の基盤整備など 

有・無 副代表理事 

３ 理 事 
オオツカ アヤノ 

大塚  綾乃 

・ボランティア対応担当（予定） 

・中心メンバーのチームビルド 

（合宿や研修等の企画と実施） 

有・無  

４ 理 事 
シバサキ ヒロコ  

柴嵜 ひろ子 

・会員対応担当（予定） 

・TJCプロジェクトサブコーディネーター 
有・無 

 

５ 理 事 
ムラカミ ナオ 

村上  なほ 

・広報物デザイン等 

・TJCプロコーディネーター 

・各事業の基盤整備など 

有・無 

 

６ 監 事 
イガラシ アンナ 

五十嵐  杏奈 

・会計監査（半期に一度） 

・運営についてのアドバイズ（適宜） 
有・無 

 

   

※新役員体制についての注記 

１．役員については、定款に基づき、全て当法人の趣旨に賛同し、正会員として活動することを誓約して

もらい、あらかじめ代表理事からの任命を受け、就任承諾書と委嘱書を交わした者で構成している。 

 

２．監事については、今年度まで事業監査と会計監査を同一監事に依頼することになるが、次年度以降は、

もう1名監事を会員の中から置き、事業監査と会計監査を分けて実施していきたいと考えている。 

 

３．任期期間中、すべての役員は当法人の活動に、役員としての責任と自覚をもって参加をし、当法人の

日常的な業務に対しても具体的に、主体的に取り組むことを今年度の総会で確認する。 

 

以上 


